
第３節　安全運転の確保

縡　運転者教育等の充実

　運転者の自覚と責任ある行動を促し，安全に運転

しようとする意識及び態度の育成を図るため，その

行動特性を踏まえつつ実効ある運転者教育を推進す

る。

（1）　運転免許を取得しようとする者に対する教育の

充実

ア　自動車教習所における教習の充実

　安全運転に必要な知識及び技能を身に付けた上で

安全運転を実践できる運転者を養成するため，指定

自動車教習所における教習や技能検定が適切に行わ

れるよう必要な指導監督を行うとともに，指定自動

車教習所職員に対する研修等を充実し，指導員等の

資質の向上を図る。

　また，指定自動車教習所以外の届出自動車教習所

等に対して，必要な助言等を行い，教習水準の維持

向上に努めることとするほか，特定届出自動車教習

所に対しては，教習の課程の指定を受けた教習が適

切に行われるよう指導する。

　このほか，教習水準に関する情報の国民への提供

に努める。

イ　取得時講習の充実

　大型第二種免許，普通第二種免許，普通免許，大

型二輪免許，普通二輪免許又は原付免許を取得しよ

うとする者に対する取得時講習を効果的に実施する

ため，必要な施設，体制の整備及び内容の充実に努

める。

（2）　運転者に対する再教育等の充実

　高齢者講習，違反者講習，取消処分者講習，停止

処分者講習，初心運転者講習及び更新時講習の指導

員の養成，資器材の整備その他の講習実施体制を整

備し，効果的な講習の推進に努める。

　このほか，運転免許を取得した者に対する再教育

を実施している自動車教習所等に対し，必要な指

導・助言を行い，その水準の向上を図るとともに，

公安委員会の認定制度の活用により，運転免許取得

者教育の普及を図る。

（3）　二輪車安全運転対策の推進

　平成17年４月１日から自動二輪車の高速道路にお

ける二人乗りが可能となることを踏まえ，取得時講

習の円滑かつ効果的な運用に努めるとともに，更新

時講習等における二輪車学級，普通二輪・大型二輪

免許証交付時講習の実施に努める。また，二輪車安

全運転講習及び原付安全運転講習の開催や指定自動

車教習所における二輪車運転者に対する実践的・効

果的な教習の実施を支援する。

（4）　高齢運転者対策の充実

　高齢運転者の交通事故防止を図るため，高齢者講

習，更新時講習等の機会を通じて，高齢運転者の交

通事故の実態，高齢運転者にみられる身体機能の特

性等を理解させることを内容とする交通安全教育を

推進するほか，運転適性検査器材や運転シミュレー

ター※を活用した個別安全運転指導を推進するとと

もに，臨時適性検査制度等の的確な運用に努める。

また，実車を用いた参加・体験・実践型の交通安全

教育の実施に努める。

（5）　シートベルト及び乗車用ヘルメットの正しい着

用の徹底

　関係機関・団体と連携し，各種講習・交通安全運

動等あらゆる機会を通じて，シートベルト及び乗車

用ヘルメットの着用効果の啓発等着用推進キャン

ペーンを行うとともに，着用義務違反に対する街頭

での指導取締りの充実を図る。

（6）　自動車安全運転センターの業務の充実

　自動車安全運転センター安全運転中央研修所にお

ける各種の訓練施設を活用し，高度の運転技能と専

門的知識を必要とする安全運転指導者，職業運転

者，青少年運転者等に対する参加・体験・実践型の

交通安全教育の充実を図る。また，通知，証明，調

査研究等の各業務についても一層の充実を図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※　運転シミュレーター
　運転者の適性を判断するための模擬試験装置
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（7）　自動車運転代行業の指導育成等

　自動車運転代行業の業務の適正な運営を図るた

め，法の適正な運用に努め，報告徴収，立入検査を

行うほか，無認定営業，損害賠償措置義務違反，道

路運送法違反等の違法行為に対して，厳正な取締り

を行う。

（8）　事業用自動車の運転者教育の充実

　事業用自動車の運転者に対する交通安全教育の充

実を図るため，自動車運送事業者及び運行管理者が

運転者に対して行う指導・監督の指針に基づき，実

践的な指導・監督を行うよう，また，初任，高齢及

び重大事故惹起運転者に対しては，特別の指導を行

うよう徹底を図る。

（9）　独立行政法人自動車事故対策機構による自動車

運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の

充実

　事業用自動車の運転者の運転行動の改善を図るた

め，初任，高齢及び重大事故惹起運転者に義務付け

られている国土交通大臣が認定した特別な適性診断

の受診の徹底を図る。また，独立行政法人自動車事

故対策機構に対し，カウンセラーの養成・訓練や診

断機器等の改良による適性診断の一層の充実を指導

する。

（10）　交通事犯被収容者に対する教育活動等の充実

　交通事犯受刑者及び交通事犯少年に対し，人命尊

重の精神と遵法精神のかん養並びに被害者の視点を

取り入れた指導等に重点を置いた教育活動を実施す

る。

ア　交通事犯受刑者に対する教育活動

　交通事犯受刑者を収容する施設においては，生活

指導，職業の指導等の一層の充実を図るとともに，

出所後自動車運転に関する業務に就くことを希望す

る者に対しては，体系的な交通安全教育の実施に努

める。

イ　交通事犯少年に対する教育活動

　交通事犯少年を収容する少年院においては，対象

者の個別的な問題性に応じた，適切な教育及び指導

を行うとともに，その将来の生活設計を確立させる

ため，資質鑑別，適性検査等の結果に基づき，家庭

裁判所，学校，保護機関等の協力を得て，進路指

導，職業指導等の充実を図る。

ウ　交通事犯少年に対する資質鑑別

　少年鑑別所においては，交通事犯少年の特性の的

確な把握，より適切な交通鑑別方式の在り方等につ

いて，専門的立場からの研究を更に活発化するとと

もに，CRT運転適性検査や法務省式運転態度検査等

の活用により，交通事犯少年に対する資質鑑別の一

層の適正・充実化を図る。

（11）　交通事犯者に対する保護観察の充実

　交通事犯者に対する保護観察の実施に当たって

は，遵法精神のかん養，安全運転態度の形成等を目

的とした個別処遇及び集団処遇を行い，その充実を

図るとともに，指導に当たる保護観察官及び保護司

の処遇能力を向上させるための研修を実施する。ま

た，交通短期保護観察については，違反や事故の態

様等の問題性に対応した集団処遇を実施し処遇効果

の向上に努める。

（12）　悪質危険な運転者の早期排除等

　行政処分の迅速・的確な実施のほか，適性試験及

び運転免許証の更新時における適性検査等を適正に

実施し，悪質・危険な運転者の早期排除を図る。

縒　運転免許制度の改善

　運転免許試験及び各種講習について，運転者の資

質向上が図られるように，その内容を充実させると

ともに，これらの業務に従事する者の資質や能力の

向上に努める。

　また，運転免許証の偽変造防止等を図る観点か

ら，高度なセキュリティ（安全）機能を有する電子

技術を応用したICカード免許証の円滑な発行開始に

向けて，国際規格に対応するためのICカード免許証

の仕様の改定等の諸準備を行うとともに，これを活

用したシステムの検討を進める。

　さらに，運転免許試験場における障害のある人等

のための設備・資器材の整備及び運転適性相談活動

の充実に努める。

縱　安全運転管理の推進

　安全運転管理者及び副安全運転管理者に対する講

習を充実するなどにより，これらの者の資質及び安

19

第１章　道路交通の安全に関する施策



全意識の向上を図るとともに，事業所内で交通安全

教育指針に基づいた交通安全教育が適切に行われる

よう指導する。

　また，安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を

図り，企業内の安全運転管理体制を充実強化し，安

全運転管理業務の徹底を図る。

　さらに，事業活動に関してなされた道路交通法違

反等についての使用者等への通報制度を十分活用す

るとともに，使用者，安全運転管理者等による下

命，容認違反等については，使用者等の責任追求を

徹底し適正な運転管理を図る。

縟　自動車運送事業者等の行う運行管理の充実

（1）　運行管理者制度の充実

　運転者の運行が長期間にわたる場合の点呼の強

化，運行指示書の作成・携行の義務付け，総運行期

間の制限等について指導を徹底するとともに，運行

管理者試験の指定機関である運行管理者試験セン

ターに対しては，試験業務の一層の充実を図るよう

指導する。

（2）　自動車運送事業者等に対する指導監督の充実

　運行管理体制，運行管理の実施状況について道路

運送法等の遵守を確保し，適正な運行の維持を図る

ため，違法性の高い事業者に対する重点的な監査及

び違反があった場合の行政処分の一層の充実・強化

を図る。また，貨物自動車運送事業者については，

貨物自動車運送適正化実施機関との連携を強化し，

運行の安全を確保するための指導の徹底を図る。

（3）　事故情報の多角的分析の実施

　事業用自動車の事故に関する情報の充実を図るた

め，自動車事故報告規則（昭26運輸省令104）に基

づく事故情報の収集・分析に加え，自動車運送事業

に係る交通事故要因分析のための情報収集・分析を

充実・強化する。これらの事故情報について，多角

的に分析等を行い，結果を自動車運送事業者に対す

る指導等に活用する。

　また，事故発生時の前後の走行情報（前方映像，

車両速度，急加速減）を記録するドライブレコー

ダー（映像記録型）を事業用自動車に搭載すること

による事故抑制効果等について，調査・分析を推進

する。

（4）　運行管理者等に対する指導講習の充実

　重大な事故を惹起した営業所等の運行管理者に義

務付けられた国土交通大臣認定の特別講習の受講徹

底を図る。また，独立行政法人自動車事故対策機構

に対し，事故情報の多角的分析の結果の活用等によ

り講習内容を充実するとともに，受講者のニーズに

応じた講習の実施等，講習水準の向上を図るよう指

導する。

（5）　貨物自動車運送事業安全性評価事業の実施

　貨物自動車運送適正化事業実施機関では，貨物自

動車運送事業者について，利用者が安全性の高い事

業者を選択できるようにするとともに，事業者全体

の安全性向上に資するため，安全性を正当に評価・

認定し公表する「貨物自動車運送事業安全性評価事

業」を実施して安全性優良事業所を認定するととも

に，荷主等に対する周知を図る。

縉　交通労働災害の防止等

（1）　交通労働災害の防止

　交通労働災害防止のためのガイドライン※（平６

労働省通達）を事業場に周知徹底するとともに，ガ

イドラインに基づく対策が効果的に実施されるよ

う，陸上貨物運送事業労働災害防止協会等と連携し

て，交通労働災害防止指導員により，事業場に対す

る個別指導等を実施し，事業場における交通労働災

害防止のための管理体制の確立，無理のない走行計

画の策定など自動車等の適正な走行管理等の推進を

図る。

　また，交通労働災害防止担当管理者及び自動車運

転業務従事者に対する教育の推進を図る。

（2）　運転者の労働条件の適正化

ア　自動車運転者の労働条件確保のための監督指

導等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※　ガイドライン
　政策などを運用するための指針や手引きのこと
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　自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図

り，もって交通事故の防止に資するため，労働基準

法（昭22法49）等の関係法令及び自動車運転者の労

働時間等の改善のための基準（平元労働省告示７）

の遵守を図る。

イ　相互通報制度等の活用

　交通関係行政機関が，相互通報制度等を活用し，

連携を密にすることにより，協力して自動車運送事

業者等の労務管理及び運行管理の適正化を図る。

ウ　自主的労務改善の推進

　事業主自らが労務管理の改善意欲を高めることに

より，業界及び各事業場の自主的な労務改善が行わ

れるよう自動車労務改善推進員（民間有識者に委

嘱）を中心として指導を行う。

縋　道路交通に関する情報の充実

（1）　道路交通情報の充実

　多様化する道路利用者のニーズにこたえるため，

道路利用者に対し必要な道路交通情報を提供するこ

とにより，安全かつ円滑な道路交通を確保するとと

もに，光ファイバーネットワーク，マイクロエレク

トロニクス等の新たな情報技術を活用しつつ，交通

監視カメラ，路側通信システム，車両感知器，交通

情報板等の既存の情報収集・提供体制の充実を図

る。

　また，予測交通情報を提供する事業者の届出制，

不正確又は不適切な予測交通情報を提供した事業者

に対する是正勧告措置等を規定した道路交通法及び

交通情報を提供する際に事業者が遵守すべき事項を

定めた交通情報の提供に関する指針に基づき，事業

者に対する指導・監督を行い，交通情報提供事業の

適正化を図る。 

　さらに，高度道路交通システム（ITS）の一環と

して，運転者に渋滞情報等の道路交通情報を提供す

る道路交通情報通信システム（VICS）の整備・拡

充を図ることにより，交通の分散を図り，交通渋滞

を解消し，交通の安全と円滑化を推進する。

　都道府県公安委員会においては，車両感知器等の

情報収集装置，各種情報提供装置の整備等交通管制

センターの高度化等により，交通情報収集・提供機

能の充実を図る。また，交通管制センターを中心と

して，各種警察活動や他機関との情報交換を通じて

広範な交通情報を収集するとともに，フリーパタン

式交通情報板※等の効果的運用，（財）日本道路交通

情報センター及び報道機関との連携強化等を図るこ

とによって，一般道路利用者のニーズに応じた情報

を提供し，交通流の適切な配分・誘導に努める。さ

らに，行楽期における大渋滞，台風及び地震等によ

る大規模な交通障害に際しては，交通実態を把握

し，適切な交通規制及びう回路の設定を行うほか，

広報活動，交通情報の提供等の措置を講ずる。加え

て，新交通管理システム（UTMS）の構想に基づ

き，システムの充実，キーインフラである光ビーコ

ンの整備等の施策の推進を図る。

　道路管理者においては，道路標識の整備に努める

とともに，道路パトロールの強化，道路モニター制

度の活用，交通監視カメラ，車両感知器，気象観測

装置等の情報収集装置の効果的整備及び路上工事等

の情報を収集するシステムの開発を図る。また，他

機関との情報交換等により，道路の危険箇所，交通

状況等の道路情報を迅速かつ的確に収集し，これら

の情報を道路情報板，路側通信，トンネル内ラジオ

再放送施設，テレビ，ラジオ，新聞等により広く一

般に提供するとともに，一般からの電話照会への対

応やファクシミリ等による情報提供サービスを行う

ほか，道路管理者相互の連絡体制を強化して，道路

情報の効果的利用が図られるよう努める。

　また，一般の道路利用者に必要な道路交通情報を

より一元的かつ広域的に提供するため，（財）日本

道路交通情報センターの情報提供サービスの向上を

図るよう指導する。

（2）　危険物輸送に関する情報提供の充実等

　危険物の輸送時の事故による大規模な災害を未然

に防止し，災害が発生した場合の被害の軽減に資す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※　フリーパタン式交通情報板
　中央からの指令によって，電光により文字や記号等で情報を表示できる情報伝達装置
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る情報提供の充実を図るため，イエローカードの携

行，容器イエローカードの導入の推進，関係法令の

遵守，運転者教育の実施等について危険物運送事業

者の指導を強化する。

　また，危険物運搬車両の交通事故による危険物の

漏えい等が発生した場合に，安全かつ迅速に事故処

理等を行うため，危険物災害等情報支援システムを

構築，運用しているが，登録データの充実及び危険

物災害に対応可能な装備資機材等の情報の整備を図

る。

（3）　気象情報等の充実

　道路交通に影響を及ぼす台風，大雨，大雪等の自

然現象について，的確に実況監視を行い，適時適切

に予報，警報等を発表・伝達して，事故の防止及び

被害の軽減に努めるとともに，これらの情報の内容

の充実と効果的利用を図るため，スーパーコン

ピューターと気象情報通信網を更新し，この運用を

開始する。また，消防庁等と連携を図り，最新の情

報通信インフラを活用してきめ細かな防災対応に必

要な観測・予報等の気象に関する防災情報を地域レ

ベルで共有できるための防災気象情報提供システム

第４節　車両の安全性の確保

縡　車両の安全性に関する基準等の改善の推進

（1）　道路運送車両の保安基準の拡充・強化等

ア　車両の安全対策の推進

　自動車の安全対策による交通事故死者数の低減目

標やその推進の在り方等が盛り込まれた運輸技術審

議会答申「安全と環境に配慮した今後の自動車交通

政策のあり方について」（平成11年６月）を踏まえ，

事故原因や事故時における自動車の構造・装置，乗

員被害等の状況を交通事故総合分析センターを活用

して詳細に調査・分析し，自動車事故の実態を的確

に把握するとともに，自動車使用の態様の変化，新

技術の開発状況，諸外国の自動車安全対策の動向等

を勘案し，具体的な安全対策を立案・実施する。

　このため，産・学・官が参加する「事故分析部

会」，「安全基準検討会」等で，これらの安全対策に

係る方針，対策の具体的な内容，対策の事前効果予

を整備する。火山活動に関する情報の質的向上を図

るため，火山に関する関係機関の観測データ及び情

報の共有化並びに火山活動の診断体制の強化等を引

き続き行い，個々の火山活動や防災対応の特徴に応

じた火山活動度レベルの導入を順次進める。また，

大規模自然災害に備えた防災関係機関等の初動体制

の強化を目的として，地震の主要動が到達する前に

その情報を伝達する「緊急地震速報」の実用化を引

き続き推進する。

（4）　災害発生時における情報提供の充実

　災害発生時において，道路の被災状況や道路交通

状況を迅速かつ的確に収集・分析・提供し，復旧対

策の早期立案や緊急交通路，緊急輸送路等の確保及

び道路利用者等への道路交通情報の提供等に資する

ため，地震計，交通監視カメラ，車両感知器，道路

交通に関する情報提供装置・通信施設，道路管理情

報システム等の整備を推進するとともに，大規模な

地震や火山噴火，豪雨・豪雪等の災害に関し，イン

ターネット等情報通信技術（IT）を活用した道路の

点検結果や被災状況等の災害情報等の提供を推進す

る。

測・事後効果評価，対策を体系的に実施するための

長期計画等について検討する。

　さらに，シンポジウムを開催するなどして，その

検討結果を公表し，安全対策の策定過程の透明性を

確保するとともに，関係者からの意見を踏まえて適

宜対策の内容の見直しを行う。

イ　道路運送車両の保安基準の拡充・強化

　車両の安全対策の基本である自動車の構造・装置

等の安全要件を定める道路運送車両の保安基準につ

いて，事故分析部会，安全基準検討会の検討結果を

踏まえつつ，事故を未然に防ぐための予防安全対

策，万が一事故が発生した場合においても乗員，歩

行者等の保護を行うための被害軽減対策のそれぞれ

の観点から，適切に拡充・強化を図る。

　なお，保安基準の拡充・強化の推進に当たって

は，保安基準が自動車の国際的な流通を阻害するこ
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